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活用にあたり適用される法律 関連法令の遵守による安全の確保2

古民家の活用にあたって

建築物の構造・設備に関する制限や基準を規定する法令

　古民家等を活用するには、建物が所在している場所や、改修
して活用しようとする用途、また、増改築の有無などによって、
様々な法令が適用され、その基準も異なります。
　これらの法令は、建物を利用する者の生命や財産を守り、衛
生面の確保をはじめ、業務上の利便性の向上などを目的として
おり、用途によっては、営業そのものが制限される場合や法令
へ適合させるために、多額な改修費用を要する場合もあります。
物件を求めるときには、関係法令への適合リスクを十分検討し
てから購入等を決定することが重要となります。

　古民家等を活用しようとす
るときに、用途によって、様々
な法令による基準が定められ
ています。

古民家等の活用における法令による主な注意点
①立地場所・地域に関すること
　建物の用途を変更して営業等を行
う場合、立地する場所によっては、
物件自体の取得ができない場合や営
業ができない地域であることがあり
ます。（例：市街化調整区域、住居
専用地域）

②�現行の建築基準に適合していない
こと

　古民家等は、建設当時の建築基準
で建てられているため、現行法令に
適合しないことが多く、用途変更に
あたっては、原則として現行の基準
に従って設備や建物を改修する必要
が生じ、想定以上の工事費が必要に
なることがあります。増改築を行う
ときは、専門家の意見を聴くなど、
事前に十分な検討が必要です。

③許認可等の状況に関すること
　建築確認申請や開発許可の手続き
の状況を確認する必要があります。
万一、必要な手続きがされていない
ときや法令の基準に適合しないとき
は対応が必要になります。
　なお、建築基準法では、建築後の
法改正等により、現在の基準に適合
しないとき（「既存不適格」といいま
す。）は、一定の範囲で現行法令への
適合が免除される場合があります。

活用しようとする用途 基本法令 用途ごとに適用される主な法令

住　宅

建築基準法

消防法

浄化槽法

建築物
省エネ法

民泊の場合：住宅宿泊事業法

飲食店（カフェ・レストラン） 食品衛生法・風営法

物品販売店舗 ─

宿泊施設（旅館、ゲストハウス等） 旅館業法・食品衛生法・風営法・公衆浴
場法・温泉法・住宅宿泊事業法

事務所（コワーキングスペース・サテライトオフィス） ─

展示場（ギャラリー） ─

集会場（地域交流施設等） 興行場法（興行場の営業を行う場合）

建築物の立地などを制限する法令
　左記の法令では、営業行為を行おうとするとき、ま
たは増築や建築物の形態を変更しようとするときに、
営業の内容、増改築、利用形態が規制（制限）される地
域があります。

関係法令 規制の概要（増築または用途変更を伴う活用の場合）

都 市 計 画 法 市街化調整区域の立地規制

建 築 基 準 法 用途地域等による建物用途の規制

土 砂 法 増築等の構造規制

河川法・砂防法 増築等の構造、規模の規制

景 観 法 増築、外観変更等の行為を行うときの規制

農 地 法 土地の買増しや農地を取得して営農するときの規制
規制の詳細は、市町村または県の関係機関にお問い合わせく
ださい。
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主な法令の手続きの概要
　古民家等を取得して、用途の変更や増改築をする前には、関係機関への許認可手続きを行ったうえで工事に着手し、そ
の後、宿泊施設や飲食店の営業を始めることになります。
　これらの関係法令は、建築基準法の検査済証や建築確認済証が交付されないと営業許可できない、あるいは、消防の同
意がなければ建築確認済証が交付されないなど、相互に関係しています。

※現行の法律に適合しないときの緩和措置

　建築当時から建築基準法が改正されて基準が厳し
くなり、現行法に適合しなくなった建物（「既存不適
格建築物」といいます。）の用途を変更するとき、ま
たは増改築を行うときには、原則として、その時点
の基準に適合させることが義務付けられています。
　ただし、一定の条件に当てはまる増改築等につい
ては、緩和される場合や段階的に改善していくこと
ができる場合があります。

関係法令 手　続　概　要

都 市 計 画 法

長野市、松本市、須坂市、塩尻市、小布施町の市街化調整区域内で、以下の行為
を行うときには、県、長野市または松本市に許可申請を行う必要があります。
◦�建物の増改築、用途変更、所有権移転等
◦�土地の造成または買増し、所有権移転等

建 築 基 準 法

次の行為を行うときには、建築確認申請が必要となります。
◦�都市計画区域内における増改築（防火、準防火地域以外における10㎡以内の増

改築は除く。）
◦�200㎡を超える不特定多数等が利用する用途に変更するとき

消 防 法
住宅以外の建築物は、建築確認申請に併せて、消防長の同意が必要となります。
用途・面積・収容人員より必要となる消防設備・各種届出義務・防火管理者の有
無などが異なります。

営 業 関 係 法 令
旅館業、飲食店等の営業に関する法令を所管する機関に届出や許可申請を行う必
要があります。

左記以外にも、県や市の条例が適用され
ることがありますので、確認しておくこと
が必要です。
専門的知識のある建築士等への相談をお
勧めします。

建築基準法における留意点
　古民家等は、建築当時の基準に適合していても、法律改正によって、現行法令に適合しなくなっていることがあります。
現状のまま使用することは可能ですが、他の用途に変更するときや増改築を行うときには、原則として、現行法令の基準
に適合させる必要があります。

当初建築時

必要な手続きを行わないで
増改築されているとき等

現　在

◦地域、地区の新たな指定
◦法改正（基準の強化）

現状のまま使用可能

原則※、現在の法律に適合
させなければ使用できない

法令に適合するよう改善
しなければ使用できない

そのまま使用

法律に適合していないとき
は上記に関係なく

増改築

用途変更

防火壁の設置工事
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古民家の改修にあたって注意すべき主な規定内容
❶�建築基準法の主な規定

❷�消防法の主な規定

※建築基準法の主な規定の用途毎の適用表

内　容 規定の内容

地 域 、 地 区
都市計画で規定されている用途地域（住居専用地域や商業地域等）、防火地域等の内容に沿った計画とする。
※都市計画図等で、建物の位置する場所の規制を確認することが重要です。

内 装 制 限
火を使用する調理室等の壁・天井は準不燃材料にする。延べ面積が200㎡以上の規模になる宿泊施設や飲食店の場合には、居室や
避難経路を準不燃材料等とする。

非 常 用 照 明
停電時に自動的に点灯する照明設備を居室や避難経路に設置する。ただし、居室から屋外の出口までの距離が短い場合には緩和で
きる場合がある。

防火上の間仕切壁 火を使用する室の周囲、就寝室等と避難経路、就寝室を３室毎に区画する天井裏（小屋裏）まで達する準耐火構造の壁を設ける。

排 煙 窓 火災時の煙を屋外に出すために、居室等には部屋面積の1/50以上の大きさの排煙に有効な窓を設ける。

採 光 一定面積以上の外部に面した窓を設ける。

換 気 火を使用する調理室等には換気設備、居室には1/20以上の換気に有効な窓を設ける。

階 段
用途に応じた幅、けあげ及び踏面の寸法とする。ただし、小規模な場合には両側手すり、踏面の滑り止めにより緩和できる場合が
ある。規模が大きい場合には、２か所以上の階段が必要になることがある。

構 造 制 限
用途、規模及び階数により、耐火建築物等とする必要がある。（木造建築物のままで活用する場合には、利用する階や面積を調整
する必要がある。）

浄 化 槽 下水処理区域外の場合、建物用途等に応じた浄化槽の大きさにする。

改修後用途
規　定

内装制限 非常用照明 防火上の間仕切壁 排煙窓 採光 換気

住 　 宅 △ － － － ○ △

飲 食 店 ○ ○ － ○ △ ○

物 販 店 △ ○ － ○ △ △

宿 泊 施 設 ○ ○ ○ ○ △ ○

○：原則適用あり　△：面積、構造、階数、設備等で適用される場合があり　－：原則提供なし

内　容 規定の内容

防 炎 対 象 物 品 カーテン、じゅうたん等は防炎性能を有するものとする。

消 火 器 用途や面積に応じた数を設ける。住宅用と住宅用以外がある。

誘 導 灯 住宅以外の用途では、原則として設置が必要になる。避難口に設置するものや避難通路に設置するもの等がある。

自 動 火 災 報 知 設 備 規模に応じて、火災の発生を自動的に知らせる設備を設置する。住宅用火災報知設備とは機能が異なる。

避 難 器 具 一定人数以上を２階以上に収容する場合等に、避難はしご等を設置する。
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2 活用にあたり適用される法律

古民家からの用途変更における建築基準法のポイント

1階平面図

1階平面図

2階平面図

2階平面図

古民家（住宅）

用途変更

宿泊施設

【古民家（住宅）の状況】
建築年：昭和50年　　用途地域等：第１種住居地域、準防火地域

構造規模：木造2階建　　延べ面積：107.50㎡（1階77.69㎡  2F 29.81㎡）

寝　室

客　間

居　間
台所・食事室

廊 下

玄関

浴室

便所

脱衣

UP

DN

子供室 子供室

休憩室
（居室）

調理室・食事室
（居室）

廊　下

玄関

浴室

便所

脱衣

宿泊室
（居室）

宿泊室
（居室）

宿泊室
（居室）

●

●

●

●
●

宿泊室
（居室）

●

●

●
●

① 第1種住居地域内のため、宿泊施設へ変更可能

②準防火地域内の屋根、外壁、窓等の防火対策を確認

非常用照明
◦�居室、避難通路（廊下、階段）には、停電時に自動的に点灯する照

明設備（図の●マーク）の設置
　※居室から屋外の出口までの距離が短い場合には緩和される場合があります。

防火上主要な間仕切壁
◦�火気使用室（調理室）の周囲、避難通路（廊下、階段）と居室との間について、

準耐火構造の天井裏（小屋裏）まで達する壁（図の ）の設置
　※ 一定の条件に該当するときは緩和される場合があります。

避難規定
◦避難用の出口は２以上とし、道路に通ずること。
◦廊下幅より玄関等の出口幅は、10㎝以上広くすること。
◦出口の戸は、外開きまたは引違いとすること。

廊下・階段の寸法
◦階段は、両側手すりの設置、踏面を滑りにくい仕上げとすること。

内装制限
◦�火気使用室（調理室）の壁・天井を準不燃材料とすること。
　※ 延べ面積200㎡以上の場合には、建物全体が制限の対象となります。

排煙窓
◦�居室には火災時の煙を屋外に出すための窓（居室面積の1/50以上）の設置

古民家（住宅）から宿泊施設に用途変更する際の建築基準法のポイントを解説します。


